
船舶インシデント調査報告書 

平成３０年１１月２１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 平成３０年７月２６日 ０１時０５分ごろ 

発生場所 北海道積丹
しゃこたん

町神威
か む い

岬西北西方沖 

 神威岬灯台から真方位２９０°８.７海里付近 

 （概位 北緯４３°２３.０′ 東経１４０°０９.６′） 

インシデントの概要  漁船第七十八寶来
ほうらい

丸は、航行中、主機の運転ができなくなり、運航

不能となった。 

インシデント調査の経過 平成３０年７月３０日、主管調査官（函館事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 第七十八寶来丸、１９.６１トン 

 ＨＫ２－２２６６５、個人所有 

 第２１２－７０５０号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風速 約４～５m/s、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 インシデントの経過等  本船は、船長ほか１人が乗り組み、神威岬西北西方沖において、主

機を中立運転として操業中、主機の冷却清水高温度警報が発せられ

た。 

船長は、主機の冷却清水を冷却する冷却海水が船外に排出されてい

たので、主機の運転を続けた。 

 船長は、再び冷却清水温度が上昇し始めたので、操業を中止して北

海道岩内
いわない

町岩内港への帰途につき、主機を微速力前進として航行した

が、主機の冷却清水高温度警報が発せられ、主機に異常が生じたと思

って運転を停止し、１１８番通報を行った。 

 船長は、機関室に入って主機を点検したところ、主機の冷却清水ポ

ンプ（以下「本件ポンプ」という。）を駆動するＶベルトが切断して

いることを認めたが、予備のＶベルトと交換できなかった。 

 本船は、海上保安庁の巡視船にえい
．．

航された後、漁業協同組合の所

属船にえい
．．

航が引き継がれ、帰港した。 

 

 船長は、本船を約２年前に中古で購入したが、本件ポンプのＶベル

トがいつ交換されていたのか知らず、また、本船を所有してからＶベ

ルトを交換していなかった。 

 船長は、本件ポンプのＶベルトが劣化していたのではないのかと本



インシデント後に思った。 

分析  本船は、本件ポンプのＶベルトが切断したことから、主機へ冷却清

水の供給ができなくなって冷却清水温度が上昇し、主機の運転ができ

なくなり、運航不能となったものと考えられる。  

原因 本インシデントは、夜間、本船が、本件ポンプのＶベルトが切断し

たため、主機へ冷却清水の供給ができなくなって冷却清水温度が上昇

し、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられ

る。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・Ｖベルトは、運転時間を考慮して定期的に交換し、交換時期が不

明な場合には念入りに点検すること。 

 ・主機の運転状態の異常警報が発せられた場合、関連する機器の点

検を行い、故障の発生を防止することが望ましい。 

 


